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はじめに 

 

世田谷区本庁舎等整備については、建築後 50 年以上を経過した世田谷区役所本

庁舎及び世田谷区民会館について、災害対策や区民サービス、環境性能など様々な

機能の向上を図るため、平成 28 年 12 月に策定された「世田谷区本庁舎等整備基本

構想」をもとに、平成 31 年３月に「世田谷区本庁舎等整備基本設計」が策定され、

本年５月の入札公告に向けて現在、実施設計がとりまとめられています。 

今回の工事は、現在の敷地内で長期間にわたり、庁舎機能を維持しながら、解体、

建設を繰り返す工事であり、また、各工期で建設した免震建物を最終的に一つの建

物として完成させる非常に難易度の高い工事です。 

世田谷区本庁舎等整備総合評価等検討委員会は、技術提案評価型総合評価方式

（Ｓ型）1による制限付一般競争入札によって施工者選定を行うという世田谷区の

決定のもと、入札参加資格や総合評価方式における落札者決定基準等を検討するた

め、令和元年 12 月に設置されました。本委員会は、建築契約や建築生産、建築構

造、建築環境といった分野の委員等から構成され、３回にわたって議論を重ねてき

ました。 

世田谷区本庁舎等整備施工者選定については、区が経験したことのない大規模な

事業であり、高い施工品質と建物性能の確保等が求められるという視点のほか、こ

の事業が地域経済に与える波及効果や、地元業者の受注機会の確保といった視点も

重要となります。 

本委員会では、このような前提を踏まえ、世田谷区の本庁舎等整備に最適な施工

者を選定することが可能となるよう、入札参加者に求められる資格要件や総合評価

方式における評価項目等の検討を進めてきました。 

本委員会での検討が、区民に親しまれる魅力ある庁舎、区民会館の実現に活かさ

れることを期待します。 

 

 

 

令和２年３月 

世田谷区本庁舎等整備総合評価等検討委員会 

委員長 遠藤 和義 

  

 

                                                      
1 「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」に定義される、施工上の特定

の課題等に関して、施工上の工夫等に係る提案を求めて総合的なコストの縮減や品質の向上を図る選

定方式 
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１．世田谷区本庁舎等整備総合評価等検討委員会について 

 

（１）目的 

世田谷区本庁舎等整備は、限られた敷地条件下で、工事を３工期に分割し、本庁舎機

能を工事期間中も継続させ、長期にわたり安全を確保しつつ、円滑に工事を進めなけれ

ばならない。 

本庁舎等整備の施工者選定手法については、昨年６月に設置された世田谷区本庁舎等

整備施工者選定手法等検討委員会において発注方法や選定方法の検討が行われ、同年８

月に区への提言がなされた。区はこの提言を踏まえ、制限付一般競争入札とすること、

総合評価方式の技術提案評価型（Ｓ型）を導入すること、工期、工区、工種の分割は行

わず、すべて一括で発注すること等を決定し、あわせて学識経験者等から構成される専

門委員会を設置して総合評価方式の具体的な評価項目等の検討を行うこととした。 

本委員会は、区のこれらの決定に基づき、本庁舎等整備の最善な施工者を選定するた

めの落札者決定基準や入札参加資格等について専門的見地から調査検討することを目的

として設置されたものである。 

 

（２）検討事項 

本委員会では、本庁舎等整備の施工者選定における総合評価方式の落札者決定基準

（評価項目、評価基準、配点等）及び入札参加資格（単体企業・建設共同企業体の条件、

施工実績、経営状況・経営規模等）等について検討した。 

 

（３）委員名簿                             （敬称略） 

役  職 氏 名 肩書き等 

委 員 長 
えんどう かずよし 

遠藤 和義 
工学院大学建築学部建築学科教授 

副委員長 
つのだ まこと 

角田 誠 首都大学東京都市環境学部建築学科教授 

委  員 
うらえ まさと 

浦江 真人 
東洋大学理工学部建築学科教授 

委  員 
かにさわ ひろたけ 

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学建築学部建築学科教授 

委  員 
 たなべ  しんいち 

田辺 新一 早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授 

委  員 
やました てつお 

山下 哲郎 
工学院大学建築学部建築学科教授 

委  員 
おかだ あつし 

岡田 篤 世田谷区副区長 

委  員 
まつむら ひろゆき 

松村 浩之 世田谷区庁舎整備担当部長 
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（４）委員会の経緯 

回数 開催日時・場所 審議内容 

第１回 

令和元年１２月１３日（金） 

９：００～１１：４０ 

世田谷区民会館２階 

庁舎整備担当課会議室 

・委員会の運営について 

・検討の基本方針について 

・入札参加資格について 

・総合評価方式における評価項目につ

いて 

第２回 

 
令和２年１月１６日（木） 

１４：００～１６：２０ 

世田谷区民会館２階 

庁舎整備担当課会議室 
 

・入札参加資格について 

・総合評価方式における評価項目につ

いて 

・評価配点について 

・入札公告資料の構成について 

第３回 

 
令和２年３月１２日（木） 

１４：００～１７：００ 

世田谷区役所第３庁舎３階 

ブライトホール 
 

・入札参加資格について 

・総合評価方式実施要領（案）につい

て 

・委員会報告書について 

・委員会資料の公開について 

 

 

２．検討の基本方針について 

  

世田谷区から、総合評価方式の評価項目ならびに配点等及び入札参加資格等を検討する

うえでの骨子となる基本方針が次のとおり示され、本委員会ではこの方針に基づき審議を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．区として求める施工品質を確保したうえで、公平性・公正性・競争性を担保

した選定とする。 
２．施工難易度が極めて高く、かつ長期間にわたる工期において本事業を確実に

遂行できる施工者を選定する。 
３．発注金額が非常に大きい本事業において、区内経済振興の効果を十分に引き出

すことができる選定とする。 
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３．世田谷区本庁舎等整備総合評価等について（提言） 

 

本委員会は、本事業の特徴と区の建設工事における業者選定の現状等を把握し、「入

札参加資格」及び「総合評価方式における落札者決定基準」について、３回にわたり議

論を行った結果、以下のとおり提言する。 

 

（１）入札参加資格 

 本工事の入札参加資格については、様々な事業者の参加機会を広く確保しながら、本工

事を確実に施工できる施工者を選定できる条件設定が求められる。 

多様な形態での参加を受け入れるため、単体企業、建設共同企業体いずれも対象とし、

建設共同企業体については異業種での組成も可能とすることが望ましい。 

 そのうえで、区として求める施工品質を確保するためには、地方公共団体の庁舎である

こと、免震構造の建物を複数建設すること、区民会館ホールの改修が含まれることといっ

た本工事の特徴を踏まえ、同様の施工実績を有することを参加条件とする必要がある。ま

た、長期間にわたる事業を確実に遂行できるよう適正な経営状況・経営規模等を有する施

工者を選定するため、これまでの区の発注条件を踏まえたうえで、本工事の規模や難易度

に即した経営事項審査の総合評定値の設定が要される。 

 これらのことから本工事の入札参加資格について以下のとおり提言する。 

 

①単体企業・建設共同企業体の条件について 

 単体企業又は建設共同企業体（以下「ＪＶ」という。）いずれも対象とする。 

ＪＶの場合の構成員数は３者以内とし、第１順位は建築工事業の事業者、第２・第３順

位は建築工事業のほか電気工事業、管工事業の事業者の参加も可とする。なお、最低出資

比率は２者ＪＶの場合 30％以上、３者ＪＶの場合 20％以上とする。 

 

②単体企業及びＪＶの代表構成員（第１順位）に必要な資格について 

以下のⅰ）～ⅴ）に掲げる条件をすべて満たすことを求める。ただし、ⅴ）はＪＶの代

表構成員の場合に限る。 

 

ⅰ)次の３つの施工実績を有すること。なお、施工実績はいずれも平成 22 年度以降に竣

工したものとし、元請（ＪＶでの請負工事については代表構成員）として請け負った

ものに限る。 

・延べ面積 10,000 ㎡以上の国又は地方公共団体の庁舎の新築工事の施工実績 

・延べ面積 10,000 ㎡以上の免震構造の建物の新築工事の施工実績 

・500 席以上の段床客席、音響設備、照明設備及び舞台設備をもつ多目的ホールの新

築又は改修工事の施工実績 

    ※改修工事の場合は客席、音響、照明、舞台等の全面的な改修、又は特定天井の

改修に限り、模様替えや一部のみの改修は除く。 

 



5 

ⅱ)東京電子自治体共同運営電子調達サービス（以下「電子調達サービス」という。）

において「建築工事」Ａの格付を有すること。 

ⅲ）経営事項審査の建築工事業に係る総合評定値が 1,600 点以上であること。 

ⅳ）建築工事業の特定建設業許可を受けていること。 

ⅴ）ＪＶの代表構成員の場合、出資比率が構成員中最大であること。 

 

③ＪＶの第２順位の構成員に必要な資格について 

 建築工事業、電気工事業、管工事業それぞれの事業者について以下のⅰ）～ⅳ）に掲げ

る条件をすべて満たすことを求める。 

 

 ⅰ）免震構造の建物の新築工事の施工実績を有すること。 

   ただし、建築工事業の事業者の場合は元請として請け負ったものに限り、電気工事

業又は管工事業の事業者の場合は元請又は１次下請として請け負ったものに限る。

（建築工事業、電気工事業、管工事業いずれについてもＪＶでの請負工事の場合、第

２順位以下の構成員として請け負ったものも可とする。） 

 ⅱ）電子調達サービスにおいて、それぞれ「建築工事」Ａ、「電気工事」Ａ、「空調工

事」Ａかつ「給排水衛生工事」Ａの格付を有すること。 

 ⅲ）経営事項審査の総合評定値がそれぞれ建築工事業、電気工事業、管工事業について

1,300 点以上であること。 

 ⅳ）それぞれ建築工事業、電気工事業、管工事業の特定建設業許可を受けていること。 

 

④ＪＶの第３順位の構成員に必要な資格について 

建築工事業、電気工事業、管工事業それぞれの事業者について以下のⅰ）～ⅲ）に掲げ

る条件をすべて満たすことを求める。 

 

ⅰ）電子調達サービスにおいて、それぞれ「建築工事」Ａ、「電気工事」Ａ、「空調工

事」Ａかつ「給排水衛生工事」Ａの格付を有すること。 

 ⅱ）経営事項審査の総合評定値がそれぞれ建築工事業、電気工事業、管工事業について

1,000 点以上であること。 

 ⅲ）それぞれ建築工事業、電気工事業、管工事業の特定建設業許可を受けていること。 

 

⑤その他の資格について 

 その他、法令遵守や公正性、公平性の観点から区において必要と認める資格要件を設定

すること。 
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（２）総合評価方式における落札者決定基準 

別紙のとおり、世田谷区本庁舎等整備工事技術提案型総合評価方式実施要領（兼 落札

者決定基準）（案）を示す。 

なお、実施要領（案）の概要は以下のとおりである。 

 

①評価値の算定方法について 

 総合評価方式における評価値の算出方法には、技術評価点を入札価格で除する除算方式

と、価格点と技術評価点を加算する加算方式がある。 

除算方式は技術評価点を入札価格で除するため、入札価格が低いほど評価値が累加的に

大きくなる傾向があることに対し、加算方式は技術評価点と価格点をそれぞれ独立して評

価するため、技術と価格の配点を適切に設定することにより、品質向上と施工コストの縮

減のバランスが取れた応札が期待できる。 

本事業では、価格の競争に加え、難易度の高い事業について技術力競争の促進が期待で

きる加算方式による評価とする。 

 

②価格点の算定方法について 

 加算方式での総合評価方式においては、価格点と技術評価点の配点を適切に設定するこ

とが重要となる。その際、品質向上と施工コスト縮減のバランスをとれるよう工事の規模

や予定価格に即した算定方法が求められる。また、ダンピング防止の観点から、極端な低

入札によって価格点のみで落札者が決定することを防ぐ仕組みが必要である。さらに、入

札者自らの入札価格のみで価格点が算定されるのではなく、最低入札価格との相対評価の

要素を導入することにより公正性・公平性の一層の確保が可能となる。 

 これらのことから価格点は 150 点満点とし、次のとおり算定する。 
 

 
 
価格点＝（式①×0.13＋式②×0.87） 
 
 

 
式①（上限は 150 点とする。） 150 × ቈ 予定価格 −   入札価格 

予定価格 −  最低入札価格
 ＋ 最低入札価格

入札価格
  ×  １

２
 

 
・最低入札価格について以下の式によって算定する基準値（Ａ）を下回る場合は、基準

値（Ａ）とする。 
基準値（Ａ）＝直接工事費×75％＋共通仮設費×70％＋現場管理費×70％＋一般管

理費等×30％＋発生材売却費等 
・最低入札価格と予定価格が同額の場合は、式①の値は 150 点とする。 
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式②（上限は 150 点とする。） 150 × ቈ 予定価格 −   入札価格 

予定価格 −  基準値（Ｂ）
 ＋ 基準値（Ｂ）

入札価格
  ×  １

２
 

 
・基準値（Ｂ）は予定価格の 10 分の７から 10 分の９までの範囲内において以下の式に

よって定める。 
基準値（Ｂ）＝直接工事費×97％＋共通仮設費×90％＋現場管理費×90％＋一般管

理費等×55％＋発生材売却費等 

 なお、この式による算定値が予定価格の 10 分の７を下回る場合は予定価格の 10 分の

７の値とし、予定価格の 10 分の９を上回る場合は予定価格の 10 分の９の値とする。 
 

③技術評価点の構成について 

 技術評価点は、入札参加者となる事業者及び配置予定技術者の施工実績を評価する施工

実績評価点（28 点満点）、区内事業者への発注提案金額を評価する地域貢献評価点（18

点満点）及び施工上の工夫に関する技術提案を評価する技術提案評価点（104 点満点）か

ら構成するものとする。 
 

④施工実績評価点の評価について 

 本工事の特徴を踏まえ、施工上の課題に活用可能な経験を有する施工者を選定するため、

事業者及び配置予定技術者それぞれについて、免震接続実績、敷地内建替実績、ホール改

修工事実績及び外観保全実績を評価対象とする。 

 免震接続実績については、各工期で建設した免震建物を最終的に一つの建物として完成

させる点が本工事の施工難易度をとりわけ高くする要素のひとつであることから、同様に

複数の免震構造の建物を建設し、事後的に接続して一体化した施工実績を評価する。加え

て、官公庁の施設において同様の工事を行った実績を評価する。 

 敷地内建替実績については、本工事は工期中も多くの来庁者が訪れ、職員が執務を続け

る中での施工となるため、確実な安全性と区民サービスの継続性を確保できるよう、国や

地方公共団体の庁舎を同一敷地内で建替え、かつ敷地内で工期中も庁舎機能を維持しなが

ら施工した実績を評価する。さらに、本工事は３期にわたり解体と建設を繰り返すことか

ら、同様に段階的に施工と機能移転を行い、工期中に既存建物と新築建物を同時に使用に

供しながら施工した実績を評価する。 

 ホール改修工事実績については、本工事に含まれる世田谷区民会館の改修において、客

席、音響、照明、舞台設備等の大規模な改修によって公共ホールとしての機能向上を図る

ことから、同規模のホールにおける全面的な改修や特定天井の改修を行った実績を評価す

る。さらに災害時の物資集積所ともなる同館の災害対策機能の向上のため、前述の改修と

あわせて耐震補強工事を行った実績を評価する。 

 また、同じく世田谷区民会館の改修工事における大きな特徴のひとつである外観の保

存・再生のため、同館と同様に建築後 50 年以上経過した建物において打放しコンクリー

ト面の保全・回復（劣化補修は除く。）を行った実績を外観保全実績として評価する。 

 



8 

⑤地域貢献評価点の評価について 

 本工事は世田谷区のこれまでの事業の中でも非常に大きな金額規模であり、区内への経

済に与える効果とその期待は大きいと考えられる。 

 そのため、入札参加者に対して区内事業者への発注予定金額の提案を求め、その提案金

額の多寡を評価する。施工に伴って生じる発注には様々な種類、内容が想定されるため、

より広範な地域経済振興効果が得られるよう、工事の下請負契約や資機材の購入等のほか、

飲食物その他の日常品の購入や、役務の提供に関する契約も評価対象とする。 
 また、入札参加者のＪＶ構成員に区内事業者が含まれる場合は、下請負契約との重複加

算にならないよう、当該区内事業者の出資全体ではなく、区内事業者が自ら施工する部分

に相当する金額を評価対象とする。 

 なお、施工期間中には、提案金額に基づき区内事業者への発注が適正に行われたことを

区において確認することが求められる。 

 

⑥技術提案評価点の評価について 

 本工事の特徴を踏まえ、施工上の課題に適切に対応できる施工者を選定するため、事業

特性を考慮した施工体制、合理的な施工計画、段階的接続に対する技術的配慮、工期内で

の各工期の設定、運用中庁舎と同一敷地内での安全な工事計画、周辺環境配慮への取組み、

環境負荷低減・社会的動向等への対応に関する提案の７つの観点から技術提案を求め、そ

れぞれ評価する。 

 なお、本工事の技術提案の評価にあたっては高度な専門性が要されることから、学識経

験者など専門的知見を有する者による公正かつ公平な審査が望まれる。また、技術提案の

内容を確認してその詳細を正確に把握した上で評価するため、入札参加者からヒアリング

を行う機会を設ける。 

 適切な施工者選定を行うため、技術提案において最低限必要とされる程度に達している

かなど一定の失格基準を設け、当該失格基準に該当する者は失格とする扱いとする。 

 

⑦技術提案等が達成されない場合の取扱いについて 

 受注者が、施工者選定時に提案した内容等を遵守しない場合には、違約金を徴すること

とする。 
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（３）施工者選定スケジュール 

 契約時期及び入札金額の積算や技術提案等に必要な期間を踏まえ、施工者選定スケジュ

ールを以下のとおり提言する。 

日程 内容 

令和２年 ５月１８日（月） 入札公告 

６月 ９日（火） 入札参加資格申請の期限 

６月１６日（火） 入札参加資格確認結果の通知 

９月１５日（火） 技術提案等書類の提出期限 

１０月 ９日（金） 入札書の提出期限 

１０月１０日（土） 

～１３日（火） 
技術提案に係るヒアリング 

１０月１４日（水） 開札 

 


